
阿賀野市告示第１２５号 

 阿賀野市入札監視委員会運営要領の一部を改正する要領を次のように定める。 

  令和７年４月２３日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市入札監視委員会運営要領の一部を改正する要領 

 阿賀野市入札監視委員会運営要領（平成１９年阿賀野市告示第１８７号）の一部を次

のように改正する。 

 第１号様式及び第２号様式中「１３０万円以下の工事」を「２００万円以下の工事、

１００万円以下の設計委託業務」に改める。 

 第４号様式中「１３０万円を超える工事」を「２００万円を超える工事、１００万円

を超える設計委託業務」に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月２３日から施行し、改正後の阿賀野市入札監視委員会運営

要領の一部を改正する要領の規定は、令和７年４月１日から適用する。 
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